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別表第１（第４条第１号） 

基本保育分に係る事業内容及び補助基準 

 

補助事業名 補助事業内容・対象 補助基準額 

１ 保育教材購入事業 保育内容の充実、向上のための物品の

購入に要する経費に相当する額。 

１７７円×各月１日の

在籍児童数 

２  児童健康診断実施

事業 

児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準第１２条に基づく１年に２回の健康

診断に加えて実施する健康診断、眼科

検診及び歯科検診に要する経費に相当

する額。 

１健診・検診につき２

９，１００円を限度とす

る。 

３ 主食費徴収免除事業 当該年度の当初に３歳以上であり、次

のいずれかに該当する児童（以下「主食

費徴収免除対象子ども」という。）の主食

費の徴収の免除に要する経費に相当す

る額。 

 

（１） 特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準

（平成２６年内閣府令第３９号）第１３

条第４項第３号イ（１）又は（２）に規定

する年収３６０万円未満相当世帯に属

する子ども 

 

（２） 特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準

（平成２６年内閣府令第３９号）第１３

条第４項第３号ロ（１）又は（２）に規定

する第３子以降の子ども 

 

（３） 保護者及び当該保護者と同一の

世帯に属する者が子ども・子育て支

援法施行令（平成２６年政令第２１３

号）第１５条の３第２項に規定する市

町村民税を課されないものに準ずる

ものである子ども 

 

 

３５円×各月１日の

主食費徴収免除対象

子ども数×給食実施

日数 
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補助事業名 補助事業内容・対象 補助基準額 

４ 独立行政法人日本ス

ポーツ振興センター加

入事業 

独立行政法人日本スポーツ振興センタ

ーの災害共済給付制度加入に係る保護

者の負担を軽減するため、負担金に要

する経費に相当する額。 

児童１人当たり年額

１２５円（要保護世帯

については５５円）を

限度とする。 

５ 賠償責任保険加入事

業 

小規模保育事業所の管理における瑕疵

による事故等に起因する損害賠償等の

負担を軽減するため、賠償責任保険に

要する経費に相当する額。 

１事業所当たり年額

３０，０００円を限度と

する。 

６ おむつ回収事業 おむつの自園処理を行った場合の事業

系ごみの廃棄に要する経費に相当する

額。 

３００円×各月１日の

３歳未満児の在籍数 

７ 実費徴収に係る補足

給付事業 

生活保護受給者（本市に住所を有する

教育・保育給付認定保護者のうち、習志

野市特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業に係る利用者負担額に関す

る規則（平成２７年規則第２８号）別表第

１又は別表第２のＡ階層に属する者（前

年度において、これらの認定を受けてい

た者を含む。）が、特定教育・保育等の

提供を受けた場合において、当該教育・

保育給付認定保護者が支払うべき次の

経費に相当する額。 

（１） 日用品、文房具その他の特定教

育・保育等に必要な物品の購入に要

する費用 

（２） 特定教育・保育等に係る行事への

参加に要する費用 

児童１人当たり月額

２，５００円を限度とす

る。 

８ 第三者評価受審事業 第三者評価の受審（公定価格の加算に

よる事業と同等の事業として市長が認

めるものをいう。）に要する経費に相当

する額。 

ただし、公定価格による加算適用年

度から起算して、４年度目又は５年度目

のいずれかの年度の事業に限る。 

１事業所当たり年額

１５０，０００円を限度

とする。 
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別表第２（第４条第２号） 

特別保育分に係る事業内容及び補助基準 

 

補助事業名 補助事業内容・対象 補助基準額 

１ 特別支援保育実施事

業 

習志野市保育指導委員会において、

特別な支援が必要であると判断した児

童の保育の実施に当たり、保育士の配

置に要する経費に相当する額。 

ただし、当該年度の入所児童に限り、 

本事業の実施前に、習志野市保育指導

委員会の審議を経ていない場合は、当

該児童の受入後に、当該年度の９月末

日までに開催される習志野市保育指導

委員会の審議を受け、審議結果に基づ

く職員配置を行うことができる（審議前

の職員配置については、年齢区分ごと

に１：１又は３：１の職員配置を行うものと

する。）。 

 

補助対象保育士１人

当たり月額２０５，５３

０円×１６．４５か月

×補助対象月数／１

２月（第１号ただし書

の規定の適用する場

合において、習志野

市保育指導委員会の

審議の結果により加

配（審議前の職員配

置の配置割合を含

む。）が認められなか

ったときは、この算定

結果に２で除した額

を補助基準額とす

る。） 

２ 一時保育実施事業 保護者の育児疲れ解消、急病や断続的

勤務・短時間勤務等の勤務形態の多様

化等に伴う、一時的な保育に要する経

費に相当する額。 

国が定める子ども・

子育て支援交付金交

付要綱に規定される

運営費（一般型及び

余裕活用型に係るも

のをいう。）に係る基

準額に準拠した額。 

この場合におい

て、当該基準額に係

る利用児童数の算定

に当たっては、習志

野市民間認可保育所

設置及び運営に関す

る基準の規定による

各年齢の必要保育士

数に応じた算定を行

うものとする。 

３ 保育環境改善等事業

（新型コロナウイルス感

染症対策支援事業） 

国の定める要綱に基づき小規模保育事

業所において実施する次の事業に要す

る経費に相当する額。 

国が定める保育対策

総合支援事業費補助

金交付要綱に規定さ
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（１） 緊急時の職員確保を行う事業

（職員の感染等による人員不足に

伴う職員の確保等の費用） 

（２） 職場環境の復旧・環境整備等を

行う事業（消毒清掃費用等） 

れる保育環境改善等

事業（新型コロナウ

イルス感染症対策に

係る保育所等事業継

続支援事業）に係る

基準額に準拠した

額。 

４  地域子ども・子育て

支援事業における新型

コロナウイルスの感染

拡大防止対策事業 

国の定める要綱に基づき一時保育実施

事業において実施する次の事業に要す

る経費に相当する額 

（１） 緊急時の職員確保を行う事業

（職員の感染等による人員不足に

伴う職員の確保等の費用） 

（２） 職場環境の復旧・環境整備等を

行う事業（消毒清掃費用等） 

国が定める子ども・

子育て支援交付金交

付要綱に規定される

新型コロナウイルス

感染症に係る事業継

続支援事業に係る基

準額に準拠した額。 
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別表第３（第７条） 

実績報告に係る添付書類一覧 

 

基本保育分 

事業名 添付書類 

１ 保育教材購入事業 

２ 児童健康診断実施事業 

（１） 対象経費内訳表 

３ 主食費徴収免除事業 （１） 主食費徴収免除対象子どもであることを証す

る書類（管外受託児童のみ。） 

４ 独立行政法人日本スポーツ振興

センター加入事業 

（１） 独立行政法人日本スポーツ振興センター加入

契約書の写し 

（２） 加入児童名簿 

（３） 保護者負担費がわかるもの 

５ 賠償責任保険加入事業 （１） 賠償責任保険の加入契約書の写し 

（２） 支払明細書の写し 

６ おむつ回収事業  

７ 実費徴収に係る補足給付事業 （１） 補足給付事業について、事業の実施状況並

びに支払状況を証する書類 

８ 第三者評価受審事業 （１） 評価機関と締結した契約書又は契約内容を

証する書類 

（２） 受審結果が分かる資料（受診結果及び公表を

行っているホームページの写し） 

 

 

特別保育分 

事業名 添付書類 

１ 特別支援保育実施事業 （１） 補助対象経費確認表及び職員名簿 

２ 一時保育実施事業 （１）  利用児童数、事業実施時間（日）等の事業の

実施状況が分かるもの 

３ 保育環境改善等事業（新型コロ

ナウイルス感染症対策支援事業） 

（１） 感染等の発生状況が分かる書類 

（２） 緊急時の職員確保を行う事業の実施状況を

証する書類の写し 

（３） 職場環境の復旧・環境整備等を行う事業の実

施状況を証する書類の写し 

４ 地域子ども・子育て支援事業に （１） 感染等の発生状況が分かる書類 
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事業名 添付書類 

おける新型コロナウイルスの感染

拡大防止対策事業 

（２） 緊急時の職員確保を行う事業の実施状況を

証する書類の写し 

（３） 職場環境の復旧・環境整備等を行う事業の実

施状況を証する書類の写し 

 

 

 


